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令和６年度東京学芸大学科目等履修生出願要項（４月延長用） 
 

※新型コロナウィルス感染症対策のため、授業暦の変更やオンライン授業への変更が行
われる可能性があります。オンライン授業の受講には十分な容量のインターネット通信
環境が必要となります。最新の状況は、本学ＨＰにより確認してください。 
 
１ 出願等の概要 

（１）令和５年４月入学又は令和５年１０月入学の科目等履修生で、継続して令和６年４月以降も履

修を希望する者は、履修期間の延長又は履修科目の追加を願い出ることができます。 

（２）科目等履修生の受入れ数は、正規学生の学習の妨げとならない範囲とします。 

（３）科目等履修生の延長期間は、６ヶ月以上1年以内とします。 

（４）教育学部開設科目のうち、履修可能な科目については、本学ＨＰをご確認ください。 

掲載箇所：本学ＨＰトップ≫入試について≫科目等履修生（学部）≫ 

履修可能な科目→こちらPDF 

（５）当該年度に履修できる単位数は、２０単位以内とします。 

（６）単位認定された履修科目については、本人の願い出により「単位修得証明書」や「学力に関す

る証明書」を交付します。 

（７）科目等履修生の授業料は、次のとおりです。 

① 授 業 料  １４，８００円（１単位につき） 

【注】授業料の納入については、合格者へ詳細を通知します。 

      なお、一旦納入した入学料及び授業料は、返還しません。 

（８）実験、実習等に要する費用は、科目等履修生の負担となることがあります。 

（９）授業期間及び補講期間の他の曜日時限に、野外実習・補講等を行うことがあります。 

（１０）日本国籍を有しない者で、在留資格を「留学」で取得する場合は、省令により「１週間につ

き１０時間以上聴講をすること」と定められていますが、本学において「１週間につき１０時

間以上聴講をすること」を充たす場合は、６科目以上の履修が必要となります。 

また、在留期間の制約により、科目等履修生として在留できる期間は１年間となっているた

め、２年目の在留期間更新は原則として許可されません。詳しくは入国管理局へ確認してくだ

さい。 

 

２ 出願期間 

令和６年２月６日（火）～２月８日（木）（必着） 

 

３ 出願先 

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1 学務部学務課教務第二係 

電 話 （０４２）３２９－７１９５ 

※ 日本国籍を有しない者（外国人留学生等） 

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1 学務部国際課留学生支援係 

電 話 （０４２）３２９－７７６３ 

 

４ 出願書類等 ※提出書類は全てそろっていないと受け付けられません。 

また、提出書類は返却いたしません。 

（１）科目等履修生延長願 

（２）合否通知書送付用封筒[定形（長形３号）の封筒に郵便番号・住所・氏名を明記の上、９４円

分の切手を貼付]  １通 

 

 

 

https://www.u-gakugei.ac.jp/
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【注１】履修可能な科目、時間割を必ず確認したうえで、出願してください。 

    履修可能な科目については、１ 出願等の概要（４）をご参照ください。 

 なお、時間割（曜日時限等）については、変更となる場合があります。合格者には後日改め

て通知いたしますが、ご留意の上出願してください。 

【注２】各項目はもれなく記入してください。 

【注３】提出された出願書類等は、科目等履修生の入学選考のほか大学管理運営上必要な情報と

してのみ利用し、それ以外の目的には使用しません。 

 
５ 選考期間及び選考方法 

（１）選考期間 

令和６年２月１３日（火）～２月２９日（木） 

（２）選考方法 

原則出願書類により選考します。（履修申請科目により異なります。） 

 

６ 合否通知等 

（１）出願者には、３月中旬に合否の結果を通知します。 

（２）合格者には、合格通知と共に手続きの案内を送付します。 

（３）３月２２日（金）までに合否通知が届かない場合は、速やかに上記３ 出願先に問合せをして

ください。 

 

７ 入学手続き期間 

下記を予定しています。 

   令和６年３月２５日（月）～２９日（金） 

   詳細は合否通知時にお知らせします。 

 

８ 授業開始時期 

   授業開始 令和６年４月１２日（金）～ 

   変更がある場合は改めてお知らせします。 

 

９ 授業時間 

   １時限… ８：３０～１０：１０ 

   ２時限…１０：２０～１２：００ 

   ３時限…１２：５０～１４：３０ 

   ４時限…１４：４０～１６：２０ 

   ５時限…１６：３０～１８：１０ 

 

１０ 履修に際して配慮を必要とする志願者の事前相談 

（１）障がいがある等の理由で、修学上の配慮を必要とする志願者もしくは不安を感じる志願者は、

事前相談締切日までに次の内容を記載した事前相談申出書（診断書等関係書類添付）を提出し、

あらかじめ本学と相談のうえ出願してください。 

ア 履修を希望する科目名 

イ 障がいの種類や程度 

ウ 履修するうえで特別な配慮を希望する事項 

エ その他参考となる事項 

なお、内容によっては対応に時間を要することもあるので、出願する前のできるだけ早い時期

にお電話にて申し出てください。なお、障がい等を理由として選考の際に不利に扱われることは

ありません。 

（２）事前相談締切日 

令和６年２月５日（月） 
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 科目等履修生（学部）問合せ先 学務部学務課教務第二係 （０４２）３２９－７１９５ 

 ※日本国籍を有しない者（外国人留学生等） 学務部国際課留学生支援係 （０４２）３２９－７７６３ 

 

学務部の開室時間 平日 ８時３０分～１６時４５分まで（予定） 


